
目

次

告

示

○
私
立
学
校
振
興
助
成
法
に
よ
る
監
査
事
項
の
指
定
の
廃
止
qqqqqqqqqqqq（
県
民
活
躍

推

進

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
特
定
行
為
業
務
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
臨
時
の
職
業
訓
練
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
産
業
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン

推

進

課
）
…
二

監
査
委
員

○
監
査
結
果
（
公
益
財
団
法
人
青
森
県
暴
力
追
放
県
民
セ
ン
タ
ー
ほ
か

四
機
関
）
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
十
五
号

平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十
七
号
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
に
よ
る
監
査

事
項
の
指
定
）
は
、
令
和
六
年
度
の
監
査
報
告
書
を
限
り
と
し
て
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
告
示
第
百
九
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

天
馬
調
剤
薬
局

む
つ
市
中
央
二
丁
目
五
の
五

令
和七･
一･三一

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
店

八
戸
市
田
向
二
丁
目
一
の
一

七･
二･二八

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
中
佃

店

青
森
市
中
佃
二
丁
目
七
の
三
三

〃

ハ
ー
モ
ニ
ー
ナ
ー
ス
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

八
戸
市
類
家
三
丁
目
四
の
一
二

七･
三･三一

青
森
県
告
示
第
百
九
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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第
八
百
九
十
五
号

令
和
七
年三

月
三
十
一
日

（
月
曜
日
）



名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

天
馬
調
剤
薬
局

む
つ
市
中
央
二
丁
目
五
の
五

令
和七･
二･
一

青
森
県
告
示
第
百
九
十
八
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
特
定
行
為
事
業
者

か
ら
特
定
行
為
業
務
を
行
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
附
則
第
二
十
七

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号

氏
名
又
は

名

称

住

所

事

業

所

登
録
失
効

年
月
日

備
考

名

称

所

在

地

〇二二〇〇〇

〇四一

青
森
県

青
森
市
長
島

一
丁
目
一
の

一

青
森
県
立
青

森
第
一
高
等

養
護
学
校

青
森
市
大
字

西
田
沢
字
浜

田
三
六
八

令
和七･
三･三一

青
森
県
告
示
第
百
九
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
Ｖ

ｉ
Ｖ
ｏ

上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
柴
山

四
の
一
六
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

テ
ン
ト

上
北
郡
六
戸
町
小

松
ヶ
丘
三
丁
目
七

七
の
一
五
六
三

令
和七･
四･
一

青
森
県
告
示
第
二
百
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
度
に
開
始
す
る
臨
時
の
職
業
訓

練
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

臨
時
の
職

業
訓
練
を

実
施
す
る

能
力
開
発

校
の
名
称

職
業
訓
練

の
種
類
・

訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓
練
期
間

定
数

授
業
料

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

医
療
・
調
剤
事
務
科

五
月

二
〇
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

（
育
児
等
短
時
間
）

三
月

二
〇
人

×
三
回

四
月

二
〇
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
会
計
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

六
月

二
〇
人

×
一
回
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簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

Ｗ
ｅ
ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

Ｗ
ｅ
ｂ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
・
ク
リ
エ
イ
タ
ー
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

宅
地
建
物
取
引
士
養
成

科

五
月

一
五
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
・
生
成
Ａ
Ｉ

活
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

五
月

一
五
人

×
一
回

販
売
士
養
成
実
践
科

（
企
業
実
習
付
き
）

四
月

二
〇
人

×
一
回

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

医
療
・
調
剤
事
務
科

五
月

一
五
人

×
一
回

宅
地
建
物
取
引
士
養
成

科

六
月

二
〇
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

（
育
児
等
短
時
間
）

三
月

二
〇
人

×
二
回

四
月

二
〇
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

六
月

一
五
人

×
二
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
一
回

四
月

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

一
五
人

×
一
回

Ｗ
ｅ
ｂ
ク
リ
エ
イ
タ
ー

養
成
科

四
月

二
〇
人

×
一
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

総
務
労
務
事
務
科

三
月

一
五
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
二
回

パ
ソ
コ
ン
実
践
科

五
月

一
五
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
三
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

六
月

一
五
人

×
二
回

Ｉ
Ｔ
エ
ン
ジ
ニ
ア
養
成

科

五
月

一
五
人

×
一
回

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

Ｗ
ｅ
ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
科

六
月

一
五
人

×
一
回

Ｉ
Ｔ
利
活
用
事
務
員
養

成
科

四
月

一
五
人

×
二
回

Ｗ
ｅ
ｂ
ク
リ
エ
イ
タ
ー

養
成
科

五
月

一
五
人

×
一
回

建
設
車
両
科

三
月

一
五
人

×
二
回
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青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
一
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
二
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号
）

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で

あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

知
識
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

七
人
×

一
回

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

五
回

特
別
支
援
学
校
早
期
訓

練
コ
ー
ス

一
月

一
人
×

二
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

知
識
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

七
人
×

一
回

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

五
回

青
森
県
立

障
が
い
者

職
業
訓
練

校

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

五
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号
）

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で

あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

在
職
者
訓
練
コ
ー
ス

四
〇
時
間

六
人
×

一
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

職
業
に
必

要
な
技
能

及
び
こ
れ

に
関
す
る

知
識
を
習

得
し
よ
う

と
し
て
い

る
者
で

あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

電
気
工
事
科

二
四
時
間

二
五
人

×
二
回

二
千
二

百
円

電
気
工
事
科

二
四
時
間

二
〇
人

×
二
回

二
千
二

百
円

電
気
工
事
科

一
二
時
間

二
〇
人

×
二
回

千
円

土
木
施
工
科

一
八
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

土
木
施
工
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
円

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

電
気
工
事
科

一
八
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

一
五
人

×
一
回

千
六
百

円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

一
五
人

×
二
回

千
三
百

円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

木
造
建
築
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

造
園
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

自
動
車
整
備
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

配
管
科

三
〇
時
間

一
五
人

×
一
回

二
千
八

百
円

配
管
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

冷
凍
空
調
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

電
気
工
事
科

二
四
時
間

三
〇
人

×
二
回

二
千
二

百
円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

一
五
人

×
三
回

千
六
百

円

（ ）4青 森 県 報 第895号令和７年３月31日 月曜日



溶
接
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
五
回

千
円

配
管
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
三
回

千
六
百

円

配
管
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
六
回

千
円

自
動
車
整
備
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
四
回

千
三
百

円

自
動
車
整
備
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

電
気
工
事
科

一
八
時
間

一
五
人

×
二
回

千
六
百

円

電
気
工
事
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
六
百

円

電
気
工
事
科

一
四
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

電
気
工
事
科

一
四
時
間

一
五
人

×
一
回

千
二
百

円

溶
接
科

二
一
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
九
百

円

溶
接
科

一
四
時
間

一
五
人

×
一
回

千
二
百

円

木
造
建
築
科

一
六
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
四
百

円

木
造
建
築
科

一
四
時
間

四
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

土
木
施
工
科

一
四
時
間

三
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

土
木
施
工
科

一
二
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
円

配
管
科

一
二
時
間

四
〇
人

×
一
回

千
円

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
普

通
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

一
〇
人

×
一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

六
人
×

三
回

栄
養
士
養
成
科

二
年

八
人
×

一
回

情
報
処
理
技
能
者
養
成

科

二
年

一
〇
人

×
一
回

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

保
育
士
養
成
科

二
年

七
人
×

一
回

栄
養
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

調
理
師
養
成
科

一
年

五
人
×

一
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

理
容
師
養
成
科

二
年

三
人
×

一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

六
人
×

一
回

監

査

委

員

青
森
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
財
政

的
援
助
団
体
等
に
係
る
監
査
を
青
森
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
二
年
四
月
青
森
県
監
査
委
員
告

示
第
二
号
）
に
準
拠
し
て
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
監
査
委
員

竹

内

均

青
森
県
監
査
委
員

三

浦

朋

子

青
森
県
監
査
委
員

櫛

引

ユ
キ
子

青
森
県
監
査
委
員

小
比
類
巻

正

規

１
監
査
の
着
眼
点
（
評
価
項
目
）

財
政
的
援
助
団
体
に
応
じ
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
着
眼
し
て
監
査
を
行
っ
た
。

⑴
出
資
団
体

出
納
事
務
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
等

⑵
指
定
管
理
団
体

基
本
協
定
書
、
年
度
協
定
書
及
び
仕
様
書
に
基
づ
き
管
理
運
営
に
係
る
出
納
事
務
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
等

２
監
査
の
実
施
内
容

⑴
監
査
日

令
和
７
年
３
月
24日

⑵
実
施
内
容

監
査
対
象
機
関
に
お
け
る
事
務
の
う
ち
、
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
実

施
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
等
に
よ
り
監
査
を
行
っ
た
。

３
監
査
の
対
象

⑴
監
査
事
項

ア
出
資
団
体

出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行

イ
指
定
管
理
団
体

公
の
施
設
の
管
理
に
関
連
す
る
部
分

⑵
対
象
期
間

令
和
５
年
度
（
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
31日
ま
で
）

⑶
対
象
機
関
名

ア
出
資
団
体

公
益
財
団
法
人
青
森
県
暴
力
追
放
県
民
セ
ン
タ
ー
、
青
森
空
港
ビ
ル
株
式
会
社

イ
指
定
管
理
団
体

青
森
県
森
林
組
合
連
合
会
、
一
般
財
団
法
人
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
、
株
式
会
社

東
北
産
業

４
監
査
の
結
果

監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
適
正
で
あ
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
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月
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水
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金
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